
御嶽山観光ポータルサイト制作業務実施要領 

    

【業務の目的】 

 日本版 DMO としての木曽御嶽観光局（仮称）発足に向け、王滝村・木曽町の観光資源を一元的に

管理し、着地型旅行や滞在をこれまで以上に増加させ、来訪促進・消費喚起を促進するための業務

全般を担うポータルサイトを開設する。 

 

【業務名】 

  御嶽山観光ポータルサイト制作業務 

 

【事業内容】  

別紙「御嶽山観光ポータルサイト制作業務仕様書」のとおり 

 

【契約期間】  

 契約締結日から平成２９年３月３１日まで 

 

【費用の上限額】 

 １０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※平成２９年度～平成３０年度（２年間）の運営保守経費の見積書も提出すること。 

 

【参加資格】 

  次に掲げる要件を全て満たすこと。 

１. 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

２. 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始、破

産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定に基づく破産手続開始の申立

てがされていない者であること。 

３. 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく再生手続き開始の申立民事再

生法（平成 11年法律第 225 号）第 21条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされて

いない者であること。 

４. 国及び地方公共団体から指名停止の措置を受けている期間がないこと。 

５. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団及び同条第 6号に規定する暴力団員でないこと。 

６. 人口 1 万人以上の地方公共団体におけるＣＭＳの導入及びホームページ構築の実績が過去 5

年以内に 1つ以上あること。 

７. 御嶽山観光ポータルサイト制作業務仕様書に全て対応できること。 

８. 仕様書等の内容を熟知し業務内容等を十分理解した上でプロポーザルに参加できること。 

 

【プロポーザルへの参加申込及び辞退】 

１. プロポーザルに参加を申し込む事業者は、「公募型プロポーザル参加申込書」（様式１）を平

成２８年８月２３日（火）午後５時までに王滝観光総合事務所に提出すること。 

２. 参加事業者は、「公募型プロポーザル参加辞退届」（様式２）の提出により、いつでも当該プ

ロポーザルの参加を辞退することができる。 

 

 

 



【仕様書等に対する質問】 

１. 質問期限：８月２５日（木） 

２. 質問、回答方法：電子メール 

３. 質問提出先：王滝観光総合事務所 E-mail：kankosogo@vill.otaki.nagano.jp 

         

【企画提案書の提出】 

１. 提出期限：平成２８年９月２日（金）正午必着  

２. 提出部数：１０部（正本１部 副本９部）※用紙サイズＡ４判 

３. 会社概要：パンフレットでも可 

４. 提出方法：王滝観光総合事務所へ持参または郵送 

     

【プレゼンテーションの日程】 

１. 平成２８年９月８日（木）午前１０時～（予定） 

２. 場所 王滝村公民館 

３. プレゼンテーションの時間は、１参加者あたり４０分程度（説明３０分、質疑応答１０分）

とする。※参加者数により変更の場合あり 

４. プレゼンテーションは、企画提案書に基づき、パワーポイント等のソフトによりプロジェ

クターを使用しての発表とする。 

 

【審査、評価及び選定】 

委託候補者の選定は、提出された書類及びプレゼンテーションに基づき選考委員８名（予定）

が審査を行う。評価は業者毎の絶対評価を行い、総得点数の上位者に決定する。ただし、同点

の場合は、選考委員会委員長の決定とする。 

 

【提案者へ留意事項】 

１. 提出された書類は、御嶽山観光ポータルサイト制作業務委託事業者を選定するための資料

であり、提出された書類に関する著作権等の主張は認めない。 

２. 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。 

３. 選定結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

【審査の結果】 

 全ての提案者に対して、平成２８年９月１２日(月)までに審査結果を通知するものとする。  

 

【契約の締結】 

  審査結果に基づき、特定した受託事業者と企画・内容等の仕様について調整の上、契約を締

結する。特定した受託事業者が、企画提案書の提出期限後に参加資格要件に該当しなくなった

場合や事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合には、審査結果が次点の提案者と

契約を締結することができる。 

 

【書類の提出先及び本件についての問い合わせ先】 

〒397-0201 長野県木曽郡王滝村 2758-1 王滝観光総合事務所 

担  当：事務局次長 田島 勝之 

電  話：0264-48-2257（直通） 

ＦＡＸ：0264-48-2258 

メール：kankosogo@vill.otaki.nagano.jp 

受付時間：午前 9時から午後 5時（土日祝日を除く） 

kankosogo@vill.otaki.nagano.jp
kankosogo@vill.otaki.nagano.jp

